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香芝市議会委員会条例の一部を改正する条例 

香芝市議会委員会条例（平成４年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１９条を次のように改める。 

 （出席説明の要求） 

第１９条 市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会

の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表

者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、委員会の審査又は調査に

必要な説明のため委員会から出席を求められたときは、委員会に出席しなけ

ればならない。ただし、出席すべき日時に委員会に出席できないことについ

て正当な理由がある場合において、その旨を委員会に届け出たときは、この

限りでない。 

２ 前項本文の規定により出席を求めようとするとき等は、議長を経てしなけ

ればならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


